
40
歳
以
上

75
歳
未
満
で
す
か
？

あ
な
た
は
美
郷
町
の

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

（
被
保
険
者
）で
す
か
？

美
郷
町
で
実
施
す
る

早
朝
総
合
健
診
で
、

特
定
健
康
診
査
を

受
け
ま
し
ょ
う
。

健
診
の
項
目
は

２
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
で
す
。

申
し
込
み
は

済
ん
で
い
ま
す
か
？

６
〜
７
ペ
ー
ジ
の

日
程
表
を
確
認
し
て
、

忘
れ
ず
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

はい

い
い
え

はい

はい

い
い
え

美郷町の国民健
康保険に加入し
ている40歳以上
75歳未満の方

４
月
６
日
か
ら
美
郷
町
の

早
朝
総
合
健
診
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

早
朝
総
合
健
診
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

早
朝
総
合
健
診
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

早
朝
総
合
健
診
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

早
朝
総
合
健
診
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

早
朝
総
合
健
診
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

早
朝
総
合
健
診
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

早
朝
総
合
健
診
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

こ
の
機
会
に

体
の
定
期
点
検
を

し
ま
し
ょ
う
！

平
成
20
年
４
月
か
ら
、
特
定
健
康
診
査
制
度
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
と
は
、
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
の
健
康
診
査
で
、
40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
を
対
象
に
し
た
も
の
で
す
。

特
定
健
康
診
査
は
、
加
入
し
て
い
る
公
的
医
療
保
険
の
保
険
者
（
保
険
を
運
営
し
て
い
る
団
体
）
ご
と
に
行
わ
れ
ま
す
。

「
自
分
は
ど
の
健
康
診
査
を
受
け
る
の
か
」、
今
一
度
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

平
成
20
年
４
月
か
ら
、
特
定
健
康
診
査
制
度
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
と
は
、
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
の
健
康
診
査
で
、
40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
を
対
象
に
し
た
も
の
で
す
。

特
定
健
康
診
査
は
、
加
入
し
て
い
る
公
的
医
療
保
険
の
保
険
者
（
保
険
を
運
営
し
て
い
る
団
体
）
ご
と
に
行
わ
れ
ま
す
。

「
自
分
は
ど
の
健
康
診
査
を
受
け
る
の
か
」、
今
一
度
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

■基本的な健診項目
　問診、身体測定（身長・体重・腹囲・BMI）、
　血圧測定、検尿、血液検査（クレアチニン
　値・尿酸値検査も実施）、診察、心電図
■詳細な健診項目
　眼底・貧血検査のうち、医師が必要と判断
　したものを検査

問診、身体測定（身長・体重・BMI）、
血圧測定、検尿、血液検査、診察

特定健康診査
※美郷町では独
　自に基本的な
　健診項目を増
　やして特定健
　康診査を実施
　しています。

診査の種類 対象者 健　診　項　目

健康診査
後期高齢者医療
制度加入者
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特定健康診査・
健康診査を
受けない方は

人間ドック・脳ドック
への助成制度を
ご利用ください

美
郷
町
保
健
セ
ン
タ
ー
へ

連
絡
し
、早
朝
総
合
健
診
の

申
し
込
み
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
連
絡
先
／
美
郷
町
保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
１
８
７（
８
４
）４
９
０
０

公
的
医
療
保
険
の
保
険
者
が
発
行

し
た
「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」

が
あ
る
場
合
は
、
美
郷
町
が
実
施

す
る
健
診
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

た
だ
し
、
健
診
受
診
料
が
か
か
り

ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

加
入
者
で
す
か
？

美
郷
町
で
実
施
す
る

早
朝
総
合
健
診
で
、

健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

健
診
の
項
目
は
２
ペ
ー
ジ
の

と
お
り
で
す
。申
し
込
み
は

済
ん
で
い
ま
す
か
？

６
〜
７
ペ
ー
ジ
の

日
程
表
を
確
認
し
て
、

忘
れ
ず
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

現
在
加
入
し
て
い
る

公
的
医
療
保
険
の
保
険
者
が

実
施
す
る
健
診
を

受
け
ま
し
ょ
う
。

詳
し
く
は
お
勤
め
先
の

担
当
者
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

はい

いいえ

は
い

い
い
え

注意！

　美郷町では、国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者で、特定健康
診査・健康診査を受けない方に対して、人間ドックまたは脳ドック受診料
を助成しています。初めてドックを希望する方など、詳しい手続き方法に
ついては町福祉保健課医療保険班までお問い合わせください。

　自分で上記の医療機関に受診予約し、町へ「助成

金交付申請書」を提出します。受診日の前日までに、

町から「助成金交付決定通知書」を送りますので、

通知書をドック当日に必ず医療機関に提出してくだ

さい。

※「助成金交付申請書」は、役場庁舎の福祉保健課

　窓口または六郷・仙南出張所窓口に備え付けてあ

　ります。

【人間ドック】
　秋田県総合保健センター、大曲中通病院、
　仙北組合総合病院、平鹿総合病院、
　市立大森病院
【脳ドック】
　平鹿総合病院、大石脳外科クリニック

【人間ドック】
　大曲中通病院、
　仙北組合総合病院、
　市立大森病院
【脳ドック】
　大石脳外科クリニック

町契約
医療機関

美郷町国民健康保険加入者（40歳～74歳） 後期高齢者医療加入者対象

ドック受診前に次の手続きが必要です。

【上記の町契約医療機関で受診する場合】

　ドック費用全額を医療機関に支払い、 その後、 町

へ還付金の請求手続きを行います。

【還付の手続きに必要なもの】
　①助成金請求書（福祉保健課窓口に備え付け）

　②印かん

　③ドックの健診結果票

　④領収書

　⑤ドック受診者本人の振込先通帳

【手続きするところ】町福祉保健課窓口（旧千畑庁舎）

ドック受診後に還付手続きを行います。

【上記以外の医療機関で受診する場合】

③④⑤はコピーを
とらせていただきます。

問●町福祉保健課医療保険班　☎0187（84）4907
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